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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 0806-2:2019 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 0806 規格群（自動実装部品の包装）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 0806-1  第 1 部：アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-2  第 2 部：ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-3  第 3 部：表面実装部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-6  第 6 部：表面実装部品用バルクケースによるパッケージング 

JIS C 0806-301  第 301 部：表面実装部品テーピングのカバーテープ引き剝がし時の静電気電位及び

静電気漏えい性能の測定方法 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 0806-2：2023 
 (IEC 60286-2：2022) 

自動実装部品の包装－第 2 部： 
ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 

Packaging of components for automatic handling― 
Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on 

continuous tapes 
 

序文 

この規格は，2022 年に第 5 版として発行された IEC 60286-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線が施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，2 本以上のラジアルリード線端子をもつ電子機器用部品のテープによる包装について規定

する。この規格は，ラジアルリード線端子付き部品をテープで固定するのに必要な寸法及び公差を規定す

る。この包装は，通常，部品のリード線端子をテープで固定する方式である。 

この規格は，自動実装，リード線端子成形，挿入などを行う装置のテーピングに関する要求事項及び上

記の目的で用いる部品のテーピングに必要な寸法に限定して規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60286-2:2022， Packaging of components for automatic handling― Part 2: Tape packaging of 

components with unidirectional leads on continuous tapes（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 
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3.1 
包装（packaging） 

電子部品の収納，保護，自動実装のための整列，取扱い及び輸送に用いる容器 

3.2 
中空端子（unguided lead） 

キャリアテープと押さえテープとで固定しない端子 

注釈 1 図 5 参照。 

注釈 2 中空端子は，他の端子に比べて長さが短くなっており，テープで固定されていない。 

3.3 
クリンプ，シンチ（crimp，cinch） 

部品底面が挿入後にプリント回路板の上面に接触せず，したがってスタンドオフとして機能するよう

に，基準面を起点として意図的に形成したリード線の角度変化 

注釈 1 クリンプは，様々な形状が存在している（図 2 参照）。 

注釈 2 我が国の市場では，シンチ（cinch）の用語は，用いられていない。 

注釈 3 我が国の市場では，この端子加工された部品をクリンプリード端子部品と呼んでいる。 

3.4 
縦座標（ordinate） 

テーピングされた部品の後ろにくる最も近い送り穴の中心を通る横座標と直行交する直線 

3.5 
横座標（abscissa） 

引出し方向で送り穴の中心を通る直線 

3.6 
取付面（seating plane） 

＜ストレートリード線端子部品＞ プリント基板上に部品を支えるための突起物を含む部品本体の底

面 

注釈 1 図 1 参照。 

注釈 2 取付面を決定する方法は，IEC 60717 に規定している。 

3.7 
取付面（seating plane） 

＜クリンプリード線端子部品又はフォーミングリード線端子部品＞ クリンプリード線端子の形状，

リード線端子の直径及びプリント基板の穴寸法によって決まる面 

注釈 1 図 1 及び図 2 参照 

注釈 2 これらの部品では，取付面の代わりにクリンプリード線端子部品の基準面を定義している。 

注釈 3 取付面を決定する方法は，IEC 60717 に規定している。 

3.8 
基準面（reference plane） 

クリンプ湾曲部の最下部の円弧の中心を通る横座標に平行な直線 

注釈 1 図 1 及び図 2 参照。 
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4 寸法及び要求事項 

4.1 一般 

記号及び寸法は，図 1～図 6，表 1，附属書 A 及び附属書 B による。部品のリード線端子は，リード線

の中心線を基準とする。 

4.2 座標系 

テープ及びテープで固定する部品に共通の座標系は，横座標軸と縦座標軸とで構成され，いずれも測定

対象部品に続く送り穴の中心を基準点とする（図 1 参照）。 

テープで固定する部品（テーピング状態の部品）の位置を決定するために，ストレートリード線端子部

品には取付面を用い，クリンプリード線端子部品には基準面を用いる（図 2 参照）。 

 

図 1－横座標，縦座標，取付面及び基準面 

 

 

図 2－クリンプリード線又はその他の成形リード線 

 

 

取付面及び基準面（3.7 及び 3.8 参照） 縦
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（
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アイエ
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押さえテープ 

取付面及び基準面（3.7 及び 3.8 参照） 

クリンプ 

アイエ
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4.3 リード線端子部品のテーピング寸法 

異なるテーピング形式の例を，図 3～図 5（見取図 A～見取図 F）に示す。関連する記号を，表 1 に示

す。 

 

図 3－ストレートリード線端子部品のテーピング方法 
 

図 4－クリンプリード線端子部品のテーピング方法 
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図 5－中空端子付き部品のテーピング方法 

部品の前後傾き及び左右方向の傾きは，図 6 の Δh のずれ量及び Δp のずれ量として規定する（見取図 G
～見取図 I 参照）。 

 

図 6－リード線端子部品の前後及び傾き 

挿入機による自動操作に必要不可欠な寸法の記号及び記号の説明，並びに寸法値及び寸法公差を表 1 に

示す。 

一般的な電子機器用部品が採用する寸法の例を附属書 A 及び附属書 B に示す。 
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表 1－リードテーピング寸法 

記号 記号の説明 参照する図 3～ 
図 6 の見取図 

寸法値 
（mm） 

細分 
箇条 

d リード線端子の直径 A，D 及び E 附属書 A 及び附属書 B a) 

4.5.2 
d1 中空端子の直径 F 附属書 A 及び附属書 B 4.5.2 
D0 送り穴の直径 A，D 及び E 4.0 ± 0.2  
F リード線端子間隔（公差） D 附属書 A 

（ ି.ଶା.ହ） 
4.5.3 

F1 3 本リード線端子部品の左側端子と中心

端子との間隔（公差） 
D 附属書 B 

（ ି.ଵା.ସ） 
4.5.3 

F2 3 本リード線端子部品の右側端子と中心

端子との間隔（公差） 
D 附属書 B 

（ ି.ଵା.ସ） 
4.5.3 

H 横座標と部品本体の底面との距離 A，B 及び C 18   ାଶ  
H0 クリンプリード線端子部品の横座標から

基準面までの距離 
（クリンプリード線端子部品だけに適

用） 

D 16.0 ± 0.5  

H1 横座標と部品本体の上面との距離 A，B，C 及び D 附属書 A 及び附属書 B a) 

H2 横座標と中空端子の先端との距離 E 17   ାଶ. a) 4.7.1 
H3 部品の底面と中空端子の先端との距離 E 3 以下 a) 4.7.2 

|Δh| テープ面に垂直方向の部品本体の前後の

最大ずれ量 
H 2 以下 4.6 

K リード線端子と中空端子との距離 F シングルライン±0.3 
デュアルライン 2.5±0.3 

4.7.3 

L リード線端子のキャリアテープの下方突

き出し量 
E 0.5 以下  

P 連続する二つの部品相互の間隔 A，B 及び C 附属書 A 及び附属書 B a) 

P0 連続する二つの送り穴の間隔 A，B，C 及び D 附属書 A 及び附属書 B a) 

P1 縦座標と引出し方向の次の部品の縦座標

に近い方のリード線端子との距離 
A，B，C 及び D 附属書 A a) 

P2 縦座標と引出し方向にある部品の中央の

リード線端子との距離 
D 附属書 B a) 

|Δp| テープ面に対する部品本体の左右の最大

ずれ量 
G 1.3 以下 4.6 

|ΔP1| キャリアテープ上端から取付面までにお

ける部品リード線端子の P1 に対する最大

ずれ量 

C 0.7 以下 4.6 

T キャリアテープと押さえテープとを合わ

せた厚さ 
I 0.9 以下  

T1 リード線端子を含むキャリアテープと押

さえテープとを合わせた厚さ 
I 附属書 A 及び附属書 B a) 

W キャリアテープ幅 D 18ି.ହାଵ   
W0 押さえテープ幅 D 5.0 以上 6.3 
W1 キャリアテープの上端から横座標（送り

穴の中心）までの距離 
D 9.0ି.ହା.ହ  

W2 キャリアテープの上端から押さえテープ

までの距離 
D 3.0 以下  

注 a) 受渡当事者間の協定がない場合の推奨値 
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4.4 部品及び送り穴の間隔（P，P0，P1，P2 及び D0） 

テーピングした部品のテーピング位置（P1，P2）及び部品間隔（P）に関連する共通寸法を次に示す。 

リード線端子間隔 F は，格子（grid）寸法 e＝2.5 mm を用いて表す。 

リード線端子間隔 F が 3e（＝7.5 mm）の部品は，部品のリード線端子間に送り穴を配置してもよい（図

3 の見取図 B 参照）。 

リード線端子間隔 F が 8e（＝20 mm）～11e（＝27.5 mm）の部品は，部品のリード線端子間に 1 個又は

2 個の送り穴を配置してもよい（図 3 の見取図 B 及び見取図 C 参照）。 

寸法 P，寸法 P0，寸法 P1 及び寸法 P2 は，附属書 A 及び附属書 B による。 

送り穴の間隔（P0）20 個分の最大寸法許容差は，±1 mm である。 

送り穴の直径 D0 は，表 1 による。 

4.5 テーピングした部品のリード線端子の要求事項 

4.5.1 一般 

テーピングした部品のリード線端子は，取付面又は基準面とキャリアテープとの間で，ねじれ又は曲が

りがあってはならない。 

部品は，テープから切り離した又は取り外した後でも，リード線端子間隔が許容差内に保たれるように

テーピングし，取り扱わなければならない。 

リード線端子は，送り穴に干渉してはならない。 

4.5.2 リード径（d及び d1） 

リード線端子の直径ｄ及び中空端子の直径ｄ1 は，IEC 60301 に基づき選定することが望ましい。 

自動挿入の市場動向では，リード線端子間隔 F＝5 mm の場合には，推奨リード線端子径は，0.6 mm 以

下であり，リード線端子間隔 F＝7.5 mm の場合には，推奨リード線端子径は，0.8 mm 以下である。 

この範囲外のリード線端子径は，一般的に入手可能であるが，高速自動挿入機の互換性を考慮すること

が望ましい。 

断面が円形以外のリード線端子を用いてもよい。断面が円形以外のリード線端子は，円形でない断面の

角を通る円を円形断面に相当するものとみなす。 

4.5.3 リード線端子間隔（F，F1 及び F2） 

寸法 F は，2.5 mm の倍数を用いる。 

寸法 F，寸法 F1 及び寸法 F2 は，キャリアテープから出ている部品側のリード線端子間隔の寸法を測定

する。 
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寸法 F，寸法 F1 及び寸法 F2 の許容差は，表 1 による。 

4.6 テーピングした部品の最大許容ずれ量（Δh，Δp及び ΔP1) 

|Δh| は，テープ面に垂直方向の部品本体の前後の最大ずれ量である。 

|Δp| は，テープ面に対する部品本体の左右の最大ずれ量である。 

|ΔP1| は，キャリアテープの上端から取付面又は基準面までの部品リード線端子の位置 P1 に対する最大

ずれ量である。|ΔP1| は，寸法 P1 の全ての値に対して適用する。 

|Δh| 及び|Δp| 並びに|ΔP1| の最大ずれ量は，表 1 による。 

4.7 中空端子付き部品に対する要求事項 

4.7.1 横座標と中空端子の先端との距離（H2） 

特に，受渡当事者間の協定がない場合，距離 H2 は，17.0mm    ାଶ. mm が望ましい。 

4.7.2 部品の底面と中空端子の先端との距離（H3） 

特に，受渡当事者間の協定がない場合，距離 H3 は，最大 3 mm が望ましい。 

4.7.3 リード線端子と中空端子との距離（K） 

距離 K は，中空端子付き部品の実装品質に影響を及ぼすため，寸法を規定しテーピングすることは挿入

機の自動実装にとって非常に重要である（図 5 の見取図 F 及び図 7 参照）。 
単位 mm 

 

図 7－中空端子の位置 
 

特に，受渡当事者間の協定がない場合，距離 K の公称値及び許容差は，次を推奨する。 

－ シングルインラインとなる中空端子の距離 K の許容差は，±0.3 mm 

－ デュアルインラインとなる中空端子の距離 K は，2.5 mm±0.3 mm とする。 

中空端子の先端は，V 字形に成形するのが望ましい（図 7 参照）。 

≥1.0 ≥1.0 

K K 

中空端子の先端は V 字形に切断する。 

2.5±0.3 2.5±0.3 
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注記 部品製造業者は，中空端子付き部品の自動挿入を容易にするため，プリント回路板の端子穴の設

計に関する情報を顧客に提供している。例えば，部品製造業者は，テーピングされたリード線端

子を挿入するプリント回路板の端子穴よりも，中空端子の端子穴の直径を大きくすることを顧客

に提案する場合がある。 

5 テーピングの要求事項 

5.1 テーピング寸法 

テーピング寸法は，箇条 4，附属書 A 及び附属書 B による。リード線端子を成形する場合には，その形

状及び寸法は，受渡当事者間の協定による。 

5.2 テーピングした部品の極性方向及び整列方向に関する要求事項 

極性がある全ての部品は，極性を同一方向に整列させる。カソード端子及びトランジスタ（TO-92 形を

除く。）のエミッタ端子は，個別規格に規定がない場合には，包装から最後（引出し方向に対して後ろ側）

に出るようにする。TO-92 形トランジスタは，部品の平らな面がテープの押さえテープ側になるようにす

る。 

その他の形状又はリード構成に対する部品の極性又は整列方向は，個別規格に規定するか，又は受渡当

事者間の協定による。 

5.3 テープの接着力及び部品の引抜き強度 

部品は，保管及び輸送の間にそのテープ上の位置が規定する許容差の範囲内に保たれるような方法でテ

ープに固定されていなければならない。 

テープ面における部品の引抜き強度は，引出し方向に対して垂直な方向に，5 N 以上とする（図 8 参照）。 

 
記号説明  

F：引抜き力 
1：部品本体 
2：リード線端子 
3：キャリアテープ 
4：押さえテープ 
5：固定ジグ（例） 

図 8－テープからの部品の引抜き強度 

2 

4 

5 

1 

F 

3 

引出し方向 
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5.4 テープの継合せ 

テープの継ぎ目は，継ぎ目のない元のテープと同等以上の強さがあり，テープの送り及び切断の妨げに

なってはならない。テープを継ぐ場合には，継ぎ目の両側の穴の位置ずれは，いずれの方向にも±0.3 mm
の範囲内とする。テープの継ぎ目は，送り穴に接触してはならない。また，継ぎ目の厚さは 1.5 mm を超え

てはならない。テープの継ぎ目につづり針を用いる場合には，つづり針は，テープの送り及び切断の妨げ

になってはならない。 

1 リール又は 1 つづら折り包装箱ごとに許容されるテープの継ぎ目の最大数は，受渡当事者間の協定に

よってもよい。 

注記 上記の要求事項の“テープの継ぎ目は，テープの送り及び切断の妨げになってはならない”には，

テープを継合せる時のキャリアテープの切断によるリード線端子の変形も含まれている。 

5.5 テープのリーダ部及びトレーラ部 

テープにリーダ部及び／又はトレーラ部を要求する場合，リーダ部及び／又はトレーラ部の長さは，送

り穴 3 個分以上とする（図 9 参照）。 

 

図 9－テープのリーダ部及びトレーラ部 

6 テープ材料の要求事項 

6.1 テープの破断強度 

テープの最小破断強度は，15 N とする。 

6.2 テープの材料 

テープは，テーピング部品の耐保管性に適切な材料を用いる。テープの材料は，リード線端子方向に沿

って移動したり，化学反応（例えば，腐食）によってリード線端子のはんだ付け性に影響を与えたり，部

品及びリード線端子の機械的及び電気的特性に影響を与える可能性があるガスの発生があってはならない。 

さらに，通常の使用中はもちろん輸送中及び保管中にも，押さえテープは部品の位置を固定するために

キャリアテープにしっかりと接合した状態を維持しなければならない。保管中のキャリアテープの劣化に

よって，通常の使用中にテープが破損したり，部品がテープから外れてはならない。 

1 ピッチ 

2 ピッチ 

3 ピッチ 
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包装箱の中で，例えば，接着剤がはみ出すことによって，上下のテープが相互に付着してはならない。 

送り穴には，ばり及び押さえテープの付着があってはならない。 

6.3 押さえテープ 

つづら折り状のテープでは，折り目部分で，押さえテープはキャリアテープから剝離しないことが望ま

しい。折り目部分で押さえテープが剝離してしまう場合でも，その剝離部分の厚さは，テープ厚さ T の最

大値を超えてはならない。 

押さえテープ幅 W0 はテーピングした部品の固定力によって決定する。押さえテープは，キャリアテー

プからはみだしてはならない。 

押さえテープ幅 W0 の最小値は，表 1 による。 

7 包装 

7.1 一般事項 

部品のテープは，リールに巻くか又は折り曲げて（例えば，つづら折り）包装する。 

テープをリールに巻き取る場合には，キャリアテープが下面となるようにする。 

7.2 リールの寸法 

7.2.1 一般事項 

リールの概要及び推奨寸法は，図 10 及び表 2 に示す。 

 
 記号説明 
 1：任意形状（円形又は多角形） 
注記 他の記号説明は表 2 を参照。 
 

図 10－リールの寸法記号 
 

W3 

W4 

1 
A 

C 

N 

A 

A 

 

A  A  

（断面図） 
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表 2－リール寸法 
単位 mm 

ハブ部で測定した 
総リール幅 

W4 
以下 

ハブ部で測定した 
フランジ間隔 

W3 

リール径 
 

A 
以下 b) 

ハブ径 
 

N 

軸穴径 
 

C 

65 
a) 

320 
80 以上 

14～38 
370 
400 

90 
500 

125 以下 
609 

注 a) フランジ間隔 W3 は，テーピング部品の寸法に応じて規定し，適切なリールの巻取り及び巻き戻し可能な寸

法とする。 
注 b) これらは，寸法のクラス区分の目的で参照される。 

 

7.2.2 テーピングした部品のリール巻取り 

テーピングした部品のリールへの巻取りは，図 11 による。 

注記 上面は，押さえテープになっている。 

 

図 11－リール巻取り 

7.2.3 部品の保護 

部品の損傷及びリード線端子のねじれを防止するために，部品のテーピング間及び最外周のテーピング

には，保護テープを用いる。 

この場合，保護テープが部品の劣化又はリード線端子のはんだ付け性に悪影響を及ぼしてはならない。 

7.2.4 リールへの巻取り部品総数 

テーピングした部品及び最外周の保護テープが，リール径を超えないように，リールに巻き取る部品の

総数を選定する。 
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7.3 つづら折り包装箱の最大外形寸法 

つづら折り包装箱の最大外形寸法は，表 3 による。各記号は，図 12 に示す。 
 

注記 記号説明は表 3 を参照。 

図 12－つづら折り包装箱の寸法記号 
 

表 3－つづら折り包装箱の最大外形寸法 
単位 mm 

寸法 標準品 特注品 a) 
幅  X 65 78 
長さ Y 372 510 
高さ Z 372 450 

注記 1  つづら折り包装箱の板厚は，約 3 mm である。 
注記 2  X 寸法（標準品）は，適用する H1 寸法の最大値 46.5 mm にテープ幅の半値 9 mm，リード線端子

の標準突き出し量 0.5 mm，つづら折り包装箱のクリアランス 3 mm 及びつづら折り包装箱の総板厚

3 mm×2 を加えた 65 mm を最大とした。 
注記 3  自動挿入機製造業者の設計限界値として提案された X 寸法は，65 mm である。 
注記 4  つづら折り包装箱は，それぞれの部品に応じた外形寸法になっている。その寸法は，部品がつづ

ら折り包装箱内で崩れないように設計され，最大値としている。 
注記 5  つづら折り包装のテープは，通常，意製造図的に設けた空白の間にて折り曲げられる（7.4 参照）。 
注 a) 対応国際規格の“Exceptions”を“特注品”と訳した。 

 

7.4 部品欠落数 

自動挿入の場合，1 リール又は 1 包装箱当たりの部品欠落数は，次の値を超えてはならない。 

― 部品の間隔が，一つの送り穴の間隔と同じ場合，部品欠落数は連続 3 個以下，又は散在した位置に 3
個以下（図 13 参照）。 

― 部品の間隔が，二つの送り穴の間隔又はそれ以上の場合，部品欠落数は 1 個以下（図 13 参照）。 

なお，つづら折り包装の折り曲げ部分にある意図的に設けた空白数，又はその他の理由による空白数は，

受渡当事者間の協定による。 

 

Z 

Y 

X 

ア イ



14 
C 0806-2：0000 IEC 60286-2：2022 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

注記 “良品”は，部品の間隔が一つの送り穴の間隔と同じテーピングの欠落部品数が 3 個の場合の良品例を示し

ている。 

図 13－部品欠落数 
 

不良品 

1×P0 

2×P0 

3×P0 

P P 

4×P0 

部品の間隔 P = 1×P0 部品の間隔 P = 2×P0 

1×P0 

2×P0 

3×P0 

4×P0 

1×P0 

2×P0 
3×P0 

P P 

部品の間隔 P = 1×P0 部品の間隔 P = 2×P0 

良品 

1×P0 
2×P0 

3×P0 

 

 
 

 

1P0 

3P0 

2P0 

P 

良品 

良品 

1P0 

2P0 

3P0 

P 
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7.5 表示 

包装箱への表示は，次の情報を含まなければならない。表示箇所に制限がある場合には，製造業者名は，

略称に置き換えてもよい。 

a) 製造業者の形名 

b) 数量 

c) 製造年月又は週 

d) ロット番号 

e) 製造業者名又は商標 

8 リサイクル 

図 10 に規定するリールは，リサイクル可能な材料を用いることが望ましい。リサイクル可能な材料を用

いる場合には，そのリールに，恒久的なリサイクルマークを表示する。JIS K 6999 は，プラスチック材料

の表示をするために参照することが望ましい。 
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附属書 A 
（規定） 

2 本のリード線端子部品のテーピングの寸法 

 

A.1 2 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，2 本のフォーミングリード線端子部品について部品間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 A.1 及び表 A.1 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 A.1－2 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
 
 
 
  

H
1 

P 

H
0 

F 

P0 

d 

D0 

W
1 

W
0 

W
2 

W
 

L 

引出し方向 

 1.0 mm  

T T 1
 

h h p p 

P1 

P1 

P 

P1 

引出し方向 

P0 
P1 

P 

引出し方向 

P1 P0 

P1 



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

表 A.1－2 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P1 F H0 H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp ΔP1 
±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.5 

－0.2 
±0.5 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大 
値 

＋1.0 
－0.5 

最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 

12.7 12.7 5.10 2.5 16.0 32.2 0.6 0.9 1.5 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 0.7 

12.7 12.7 3.85 5.0 16.0 32.2 0.6 0.9 1.5 
12.7 12.7 3.85 5.0 16.0 46.5 0.6 0.9 1.5 
15.0 15.0 5.00 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 3.75 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 3.75 7.5 16.0 58.0 1.0 0.9 1.9 
15.0 15.0 3.75 7.5 16.0 62.0 1.0 0.9 1.9 

2 

25.4 12.7 3.85 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 5.00 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 3.75 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 3.75 7.5 16.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
30.0 15.0 3.75 7.5 16.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

3 

38.1 12.7 5.10 2.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 3.85 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
45.0 15.0 5.00 5.0 16.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
45.0 15.0 3.75 7.5 16.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
45.0 15.0 3.75 7.5 16.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
  



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

A.2 2 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，2 本のフォーミングリード線端子部品についてリード線端子間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 A.2 及び表 A.2 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 A.2－2 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

表 A.2－2 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P1 F H0 H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp ΔP1 
±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.5 

－0.2 
±0.5 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大 
値 

＋1.0 
－0.5 

最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 
12.7 12.7 8.95 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 0.7 

15.0 15.0 10.0 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

2 

25.4 12.7 8.95 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 7.70 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 6.45 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 5.20 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 11.25 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 10.0 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 8.75 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 7.50 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 5.00 20.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

3 

38.1 12.7 8.95 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 7.70 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 6.45 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 5.20 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
  



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

A.3 2 本のストレートリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，2 本のストレートリード線端子部品について部品間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 A.3 及び表 A.3 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 A.3－2 本のストレートリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

表 A.3－2 本のストレートリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P1 F H H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp ΔP1 
±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.5 

－0.2 
＋2.0 

0 
最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大 
値 

＋1.0 
－0.5 

最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 

12.7 12.7 5.10 2.5 18.0 32.2 0.6 0.9 1.5 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 0.7 

12.7 12.7 3.85 5.0 18.0 46.5 0.6 0.9 1.5 
15.0 15.0 5.00 5.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 3.75 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 3.75 7.5 18.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
15.0 15.0 3.75 7.5 18.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

2 

25.4 12.7 3.85 5.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 5.00 5.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 3.75 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 3.75 7.5 18.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
30.0 15.0 3.75 7.5 18.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

3 38.1 12.7 3.85 5.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
  



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

A.4 2 本のストレートリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，2 本のストレートリード線端子部品についてリード線端子間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 A.4 及び表 A.4 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 A.4－2 本のストレートリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
  

引出し方向 

T T 1
 

p p 

 1.0 mm 

h h 

H
1 

P 

H
 

W
2 

L 

W
1 

W
 

F 
D0 

W
0 

d 
P0 P1 

P1 

引出し方向 

P 

P1 
P1 

引出し方向 

P1 

P 

P1 



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

表 A.4－2 本のストレートリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P1 F H H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp ΔP1 
±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.5 

－0.2 
＋2.0 

0 
最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大値 ＋1.0 

－0.5 
最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 
12.7 12.7 8.95 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 0.7 

15.0 15.0 10.00 10.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

2 

25.4 12.7 8.95 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 7.70 10.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 6.45 12.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 5.20 15.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 11.25 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 10.00 10.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 8.75 12.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 7.50 15.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 5.00 20.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

3 

38.1 12.7 8.95 7.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 7.70 10.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 6.45 12.5 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 5.20 15.0 18.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
  



 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

附属書 B 
（規定） 

3 本のリード線端子部品のテーピングの寸法 

 

B.1 3 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，3 本のフォーミングリード線端子部品について部品間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 B.1 及び表 B.1 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 B.1－3 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

表 B.1－3 本のフォーミングリード線端子部品で部品間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P2 F1，

F2 
H0 H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp 

±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.4 
－0.1 

±0.5 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大 
値 

＋1.0 
－0.5 

最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 

12.7 12.7 6.35 2.5 16.0 32.2 0.6 0.9 1.5 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 

12.7 12.7 6.35 5.0 16.0 46.5 0.6 0.9 1.5 
15.0 15.0 7.50 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 7.50 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
15.0 15.0 7.50 7.5 16.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
15.0 15.0 7.50 7.5 16.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

2 

25.4 12.7 6.35 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 7.50 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 7.50 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 7.50 7.5 16.0 58.0 1.2 0.9 2.1 
30.0 15.0 7.50 7.5 16.0 62.0 1.2 0.9 2.1 

3 38.1 12.7 6.35 5.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

B.2 3 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 

この箇条は，3 本のフォーミングリード線端子部品についてリード線端子間に送り穴があるテーピングの各寸法を規定する（図 B.2 及び表 B.2 参照）。 
 

   

配置 1 配置 2 配置 3 

図 B.2－3 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法記号 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 
 

表 B.2－3 本のフォーミングリード線端子部品でリード線端子間に送り穴があるテーピングの寸法 
単位 mm 

配置 P P0 P2 F1，

F2 
H0 H1 d T T1＝d＋T W W0 W1 W2 D0 L Δh Δp 

±1.0 ±0.3 ±0.7 ＋0.4 
－0.1 

±0.5 最大

値 
最大

値 
最大

値 
最大 
値 

＋1.0 
－0.5 

最小

値 
＋0.75 
－0.5 

最大

値 
±0.2 最大

値 
最大

値 
最大

値 

1 
12.7 12.7 12.7 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

18.0 5.0 9.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.3 

15.0 15.0 15.0 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

2 

25.4 12.7 12.7 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 12.7 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 12.7 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
25.4 12.7 12.7 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 15.0 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 15.0 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 15.0 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 15.0 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
30.0 15.0 15.0 20.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

3 

38.1 12.7 12.7 7.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 12.7 10.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 12.7 12.5 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 
38.1 12.7 12.7 15.0 16.0 46.5 0.8 0.9 1.7 

 

注記 表の配置は，部品の間隔が送り穴の数に相当する数値である。例えば，配置 1 は，部品の間隔が送り穴一つに関連するものであり，配置 2 は，

送り穴二つに関連している。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

参考文献 

[1] JIS K 6999 プラスチック－プラスチック製品の識別及び表示 

注記 1  対応国際規格における参考文献：ISO 11469，Plastics－Generic identification and marking of 

plastics products 

注記 2  この JIS は，対応国際規格 ISO 11469 を修正して採用，対応国際規格との技術的内容及び

規格の構成差異が必要最低限であり，技術的差異が明確に識別され，かつ，説明されている

ため，JIS を採用した。 

[2] IEC60301，Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors 

[3] IEC60717，Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional 
terminations 




